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Topics

3rdG：Ver.2.0に関するデータのWebへの掲載
（評価事業推進部・評価事業審査部）

　病院機能評価は、2018年４月より「機能種別版評価項目　3rdG:Ver.2.0」の運用を開始しています。つきまし
て、病院機能評価事業ホームページに、今回のバージョン改訂に伴う変更箇所を掲載しています。

受審に関する資料一式：
　HOME > 病院機能評価 > 受審関連資料
訪問審査当日の進行について：

【１日目】
　HOME > 病院機能評価 > 審査の流れ（本体審査） > 訪問審査 > １日目

【２日目】
　HOME > 病院機能評価 > 審査の流れ（本体審査） > 訪問審査 > ２日目
詳細は病院機能評価事業ホームページをご覧ください。スマートフォンやタブレットにも対応しております。

平成30年度 医療クオリティ マネジャー養成セミナー 開催のお知らせ
（教育研修事業部）

　病院の自律的かつ継続的な医療の質改善活動を支援するために、病院内で質改善活動の中心となる人材「医療
クオリティ マネジャー」を養成するプログラムです。病院内の継続的な質改善に必要な幅広い知識やスキル等を 
４日間の集合研修と継続研修等を通して提供します。

　【平成30年度開催日程】

「第８回　再発防止に関する報告書」の公表
（産科医療補償制度運営部）

　産科医療補償制度では、本年３月に「第８回　再発防止に関する報告書」を公表しました。本報告書では、テー
マに沿った分析として、「遷延分娩について」、「胎児心拍数陣痛図の判読について」を分析しました。また、「再発防
止委員会からの提言」が産科医療の質の向上に活かされているか、その動向を把握するために、「産科医療の質の
向上への取組みの動向」を取り上げました。
加えて、本制度創設の年である2009年に出
生した児の原因分析報告書がすべて公表され
たことから、2009年に出生した児について
も分析を行いました。
　また、より読みやすく分かりやすい報告書
となるよう、テーマに沿った分析では、今回
の分析結果や考察、提言のポイントなどをま
とめた「総括」を設けるなど、構成の見直しを
行いました。

M e d i c a l  Q u a l i t y  m a n a g e r  t r a i n i n g

日本医療機能評価機構の

医療クオリティ マネジャー
養成セミナー ～医療の質評価・継続的な

　質改善活動の推進のために～

●質改善活動の中核となる人材の育成
●継続的な質改善活動を支援
●医療の質向上を図る

公益財団法人日本医療機能評価機構 教育研修事業部
〒101-0061 東京都千代田区三崎町1-4-17 東洋ビル
TEL：03-5217-2326　FAX：03-5217-2331
E-mail：kenshu@jcqhc.or.jp　HP：http://www.jcqhc.or.jp/

セミナー詳細・申し込み方法
病院機能評価事業ホームページ（https：//www.jq-hyouka.jcqhc.or.jp/）
ご確認・お申し込みください。

検 索医療クオリティ マネジャー

日本医療機能評価機構の
医療クオリティ マネジャー

質改善活動の推進

医療クオリティ マネジャー養成セミナー

第１回
 7月18日（水）・19日（木）

 8月24日（金）・25日（土）

第２回
 9月13日（木）・14日（金）

10月18日（木）・19日（金）

第３回
12月13日（木）・14日（金）

 1月26日（土）・27日（日）

病院機能評価事業ページには
こちらのQRコードからアクセス
できます。

詳細・申し込みは病院機能評価事業
ホームページをご覧ください。

〔問合せ〕教育研修事業部
　　　　（03-5217-2326）
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Mindsのポスター・リーフレットのご案内
（EBM医療情報部）

　EBM普及推進事業（Minds）では、診療ガイドライ
ンやその関連情報を紹介するMindsガイドラインラ
イブラリ（https://minds.jcqhc.or.jp/）を運営して
います。この度、Mindsガイドラインライブラリの概要
を紹介するポスターとリーフレットを新たに作成しまし
た。本号に実物を同封していますので、病院内等に掲示
していただけますと幸いです。追加をご希望の際はメー
ル（minds.help@jcqhc.or.jp）で
お問い合わせください。また、以下
のURLにてPDFデータを公開して
いますので、ぜひご自由にお使いく
ださい。

報告書、医療安全情報の公表
（医療事故防止事業部）

　医療事故情報収集等事業では、2017年10月～12月に報告いた
だいた医療事故情報とヒヤリ・ハット事例を取りまとめた第52回 
報告書を3月29日に公表しました。
　また、以下の医療安全情報を提供しました。
　○No.136「2017年に提供した医療安全情報」（３月）
　○No.137「ホットパック使用時の熱傷」（４月）
　詳細は、ホームページをご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/

　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業では、2017年7月～12月
に報告いただいたヒヤリ・ハット事例を集計した第18回集計報告を
３月29日に公表しました。
　詳細は、ホームページをご覧ください。
　http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/

No.136（１ページ目）

2017年に提供した
医療安全情報

２０１7年１月～１２月に医療安全情報No.122～No.133を提供いたしました。
今一度ご確認ください。

番号 タイトル

No.122

No.123

No.124

No.125

No.126

No.127

No.128

No.129

No.130

No.131

No.132

No.133

★のタイトルについては、提供後、２０１7年１２月３１日までに再発・類似事例が報告されています。

No.136　2018年3月

医 療
安全情報

医療事故情報収集等事業

医療事故情報収集等事業 医療安全情報　No.136　2018年3月

公益財団法人 日本医療機能評価機構

★透析前の体重測定の誤り

　永久気管孔へのフィルムドレッシング材の貼付

　２０１６年に提供した医療安全情報

　術前に中止する薬剤の把握不足－経口避妊剤－

　輸液中の四肢からの採血

　２０１３年から２０１５年に提供した医療安全情報

　手術部位の左右の取り違え－脳神経外科手術－

　併用禁忌の薬剤の投与（第２報）

★中心静脈ラインの開放による空気塞栓症

★インスリン単位の誤解（第２報）

★オーバーテーブルを支えにした患者の転倒

★胸腔ドレーンの大気への開放

No.137（１ページ目）

医療事故情報収集等事業

医 療
安全情報

No.137　2018年4月

医療事故情報収集等事業

ホットパック使用時に熱傷をきたした事例が
報告されています。

ホットパック使用時に熱傷をきたした事例が１０件報告されています（集計期間：
２０１４年１月１日～２０１８年２月28日）。この情報は、第５０回報告書「事例紹介」
（Ｐ．８５）で取り上げた内容をもとに作成しました。

ホットパック使用時の熱傷

背景件数使用目的

※対象としたホットパックは、保温剤（ゲル）が塩化ビニル等のフィルムに包まれているものや、吸湿保温材（ベントナイトなど）
が布製の袋に入っているものです。

・約１時間、同一部位に当て続けた
・四肢から離して置いたが、検査や処置後に　
　皮膚に接触していた

・約３０分以上、採血予定部位に当て続けた
・カバーを付けることになっていたが、
　カバーを付けずに使用した

・約１時間、点滴刺入部に当て続けた
・テープで固定して使用した

・取扱説明書に記載のある厚さよりも薄い
　タオルで包んだ

保温

血管痛の緩和

リハビリテーション時の
温熱療法

血管拡張
（末梢静脈留置針挿入・採血）
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公益財団法人 日本医療機能評価機構

国際認定（IAP）の更新
（総務部）

　医療の質・安全の向上に関する事業を安定して実施していくた
めには、第三者評価機関として自らの組織体制についても、国際
的な水準に照らし合わせて質を高めていく必要があります。そこ
で、評価機構は2013年度に続いて2017年度もISQuaが実施す
る国際認定（IAP）の組織管理および評価項目を受審し、認定を
更新しました。引き続き、受審を通じて把握した課題について継
続的な質改善活動を進め安定的な事業運営を行っていきます。
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どんなどんなどんなどんな症症症症状状状状がでるのがでるのがでるのがでるの？？？？

◆◆◆◆認知症全般認知症全般認知症全般認知症全般のののの症症症症状状状状
 

認知症の症状として、以下の症状がよく知られています。

認知症認知症認知症認知症のおもなのおもなのおもなのおもな症症症症状状状状

 

上記の症状は徐々に進行していきます。初期

のころから見られる症状ですので、家族家族家族家族はははは早早早早

いいいい段階段階段階段階でででで変変変変化化化化にににに気気気気づくことづくことづくことづくことが望まれます。 

認知症認知症認知症認知症とととと区区区区別別別別すべきおもなすべきおもなすべきおもなすべきおもな病病病病気気気気やややや障害障害障害障害

 

■ ■ ■ ■ 失語失語失語失語とは とは とは とは ■■■■

聴聴聴聴くくくく,,,,話話話話すすすす,,,,読読読読むむむむ,,,,書書書書くといったくといったくといったくといった言葉言葉言葉言葉によるコミュニケーションがうまくによるコミュニケーションがうまくによるコミュニケーションがうまくによるコミュニケーションがうまく行行行行えないえないえないえない状状状状態態態態

どんなどんなどんなどんな検検検検査査査査をするのをするのをするのをするの？？？？

認知症が疑われたら、早めに医療機関を受診しましょう。

認知症を専門的にする診療科には、精神神精神神精神神精神神経経経経科、神科、神科、神科、神経内経内経内経内科科科科などがあり、老年科老年科老年科老年科にもの忘れ

外来が設けられていることがあります。

近くに専門医がいない場合は、ひとまずかかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医に相談するとよいでしょう。

認知症を調べる方法には、医師による診察や検査のほか、認知症の有無や程度をチェックす

るためのテストがあります。

◆◆◆◆診察診察診察診察
 

認知症の場合、家族家族家族家族からからからから話話話話をををを聞聞聞聞きとるきとるきとるきとるこ

とが多いようです。

その際、「年齢、学歴、仕事やこれまでの

生活、病歴や治療中の病気、お酒やタバ

コなどの生活習慣、いつごろからどのよう

な変化が現れたか」などのメモを用意して

おくと、医師が正確な診断をするのに役立

ちます。

そのあと、あらためて医師は家族同席のもと患者さん本人を診察します。

簡単な質問をしながら患者さんの表情や答え方を観察し、加齢によるもの忘れか認知症かを

判断します。

診察室で簡単にできる認知機能を検査するツールとして、長谷川式簡易知能評価スケール

〔HDS-R〕、精神状態短時間検査〔MMSE〕、時計描画テスト〔CDT〕などが、代表的なものとして

挙げられます。 

認知機能認知機能認知機能認知機能をををを検検検検査査査査するためのするためのするためのするための神神神神経経経経心理心理心理心理検検検検査査査査

ポスター リーフレット
https://minds.jcqhc.or.jp/s/about_us_org_intro
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各事業のビジョンと今年度の事業計画

　評価機構は、中立的・科学的な立場で医療の質・安全の向上と信頼できる医療の確保に関する事業
を行い、国民の健康と福祉の向上に寄与することを理念としています。
　また患者・家族、医療提供者等すべての関係者と信頼関係を築き、協働し、どこにも偏らず公正さを
保つことをその価値と考えています。
　今年度、評価機構では、医療の質の向上や医療安全に資する事業を以下のように展開してまいります。

執行理事
（評価事業推進部・
評価事業審査部（兼）
教育研修事業部担当）

橋本　廸生

執行理事
（評価事業審査部担当・
評価事業推進部（兼））

長谷川　友紀

3rdG:Ver.2.0の適切な
運用に向けて

病院機能評価事業の現況と計画
　評価機構では、平成30年3月現在、2,189病院
を認定しており、長期的には、病院における質改善
文化を定着させることを目的として3,000病院の認
定を目指しています。
　受審準備に関する病院支援の体制として、昨年
より導入した事務局の地域担当制を確立し、各種
支援メニューを拡充することにより、継続的な病
院の改善支援を従前にも増して強化します。
　また、審査・評価という一時点の関わりだけで

なく、継続的な病院機能改善の支援の一環とし
て「患者満足度・職員やりがい度活用支援」プロ
グラム提供を、本年度より本格的に開始しました。 
満足度調査支援システム、ベンチマークデータの
提供、活用支援セミナーの開催により、継続的に
指標を取り続け、課題を発見し、改善を図る一連
の流れの構築を支援します。

病院機能評価に関する研究開発
　平成30年４月より機能種別版評価項目3rdG: 
Ver.2.0の運用を開始しました。６つの機能種別

（一般病院１、一般病院２、リハビリテーション病
院、慢性期病院、精神科病院、緩和ケア病院）の
評価項目および評価方法について一部見直しを
行ったほか、特定機能病院・大学病院本院等を対
象とした機能種別「一般病院３」を新設しました。
また、付加機能（救急医療機能、リハビリテーショ
ン機能（回復期））について、より充実した機能を
評価できるよう平成31年度の運用開始に向けて、
改定を予定しています。

副理事長

松原　謙二
副理事長

相原　佳子
理事長

河北　博文

特　集

専務理事

上田　茂
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各事業のビジョンと今年度の事業計画

　「医療の質」の向上、医療施設における継続的な
質改善活動を実現するためには、その組織に所属
する個人が必要な能力を身につけ発揮することが
欠かせません。評価機構では、病院機能評価・組
織全体への支援のみならず、個の医療者が、必要
や責任に応じて適切な教育プログラムを選択でき、
かつ、それぞれの環境や立場において十分に役割
を果たすことができるよう「個への教育」のための
環境整備の強化を進めていきます。

継続的な学習体制の提供
　現在、医療機関のマネジャー層や現場スタッ
フを対 象に「 医 療クオリティ マネジャー養 成
セミナ ー」、「 医 療 対 話 推 進 者 養 成 セミナ ー」、 

「医療安全マスター養成プログラム」を開催してお
り、これらのより充実したプログラム運営を行って
います。今後さらに、医療機関の人材育成をより多
面的に支援するため、副院長や看護部長などを対
象とした病院管理者向けの研修の開発も行いま
す。また、セミナーを修了された方々に継続的な学
びの場を提供すべく、学習コンテンツの充実を図
り、各種研修と組み合わせた効果的な運用を目指
します。
 平成30年度から、「医療クオリティ マネジャー」
の認定・更新制度を導入し運用を開始します。

　認定病院患者安全推進協議会は、認定病院の
有志が主体となり、患者安全の推進を目的として
2003年に組織化された協議体です。現在は認定
病院の約6割にあたる約1400病院が会員となり、

活動を展開しています。平成29年度は①薬剤安全
部会、②検査・処置・手術安全部会、③施設・環境・
設備安全部会、④教育プログラム部会、⑤ジャー
ナル企画部会の5つの部会の活動成果を会員病院
へ還元するために、セミナー・フォーラムの開催や
ジャーナルの定期発行を行いました。
　また、提言「院内自殺の予防と事後対応」の発
信や「施設環境から考える安全対策事例検索サイ
ト」の公開を行いました。さらに、患者安全推進
ジャーナルでは、第50号の特別記念号として、「こ
れまでの医療安全、これからの医療安全」という
特集を組み発行しました。新たな企画として、おひ
とりさま医療安全管理者（ワンオペ）向けのセミ
ナーや鎮静ハンズオンセミナーなどを開催しまし
た。平成30年度も継続して開催します。

平成30年度の協議会活動に向けて
　認定病院患者安全推進協議会では、部会・検
討会の活動成果や、全国各地域で積極的に患者
安全に取り組んでいる施設の状況などを、セミ
ナーやジャーナル等を通して、全国の会員病院に
還元していきます。また、各地域の会員病院も参
加しやすいように地方でのセミナー開催を計画的
に行い、今後の協議会活動の活性化と共に全国の
患者安全の推進を図ってまいります。

産科医療補償制度の現況
　産科医療補償制度は、平成21年1月に発足して
から今年で10年目を迎えました。平成30年３月末
現在、補償対象者数は累計で2,312件となり、また
1,751事例の原因分析報告書を児・保護者と分娩
機関に送付しました。

産科医療補償制度
制度発足から10年目を迎えて

執行理事
（産科医療補償制度運営部担当）
産科医療補償制度事業管理者　

鈴木　英明

「個への教育」のための
環境整備の強化

執行理事
（教育研修事業部担当）

橋本　廸生

認定病院患者安全推進協議会
の今後の展開

執行理事
（教育研修事業部担当）

橋本　廸生
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補償申請促進に関する周知
　本制度の補償申請期限は、児の満５歳の誕生日
であることから、補償申請が出来なくなる事態が
生じないよう、児の保護者等に制度の内容をお伝
えするための周知を行います。具体的には、全国
の医療機関、障害児通所・入所施設、自治体等へ 
チラシ・ポスターを送付するなどの取組みを継続
的に行います。

審査・補償の実施
　適正かつ円滑な審査体制および迅速な補償金
支払体制を維持します。また、平成27年１月の制
度改定により２つの補償対象基準が並存している
ことから、児の出生年に応じた適正な審査が行わ
れるよう、引き続き審査体制の強化を図ります。

原因分析の実施
　原因分析委員会・部会の安定的かつ効率的な
運営に努め、報告書の質および均質性を維持した
上で、原因分析報告書作成業務のさらなる迅速化
を図ります。また、原因分析に対する評価等を把
握する目的で、児の保護者や分娩機関を対象に 
アンケートを行います。

再発防止の実施
　「第９回　再発防止に関する報告書」を取りまと
める予定です。また、再発防止に関する報告書の
活用状況を把握する目的で、本制度に加入してい
る分娩機関を対象に再発防止に関するアンケート
を行います。

　EBM普及推進事業（Minds）は厚生労働省委託
事業として運営されており、5 ヵ年事業の３年目を
迎えます。Mindsでは、診療ガイドラインを「患者

と医療者の意思決定を支援するために最適と考え
られる推奨を提示する文書」と定義し、診療ガイ
ドラインの普及、推進に取り組んでいます。
　平成30年度は、診療ガイドライン作成者に対
する新たなプログラムとして「ガイドラインプロ
フェッショナル養成講座」を開始します。また、こ
れまでは書籍や論文等として完成・発行された診
療ガイドラインを評価・選定していましたが、それ
に加え、最終原稿の段階での評価（公開前評価）
に取り組みます。さらに、診療ガイドライン作成過
程への患者・市民参加を支援するための研修会を
行います。このように、常に進化している診療ガイ
ドラインに合わせた支援を提供していきます。
　また、診療ガイドラインの活用促進をさらに発
展させるために、QI（質指標）を用いて、エビデン
スに基づいた推奨の遵守状況を可視化します。こ
れによって、診療ガイドラインがどのくらい活用さ
れているか評価することができます。
　このように、今年度も診療ガイドラインに関する
総合的な事業を展開し、医療の質向上に貢献でき
るよう取り組んでいきます。

医療事故防止事業部について
　医療事故防止事業部は、医療事故の発生予防
および再発防止を目的として、医療機関から医療
事故情報とヒヤリ・ハット事例を収集する医療事
故情報収集等事業と、保険薬局からヒヤリ・ハッ
ト事例を収集する薬局ヒヤリ・ハット事例収集・
分析事業を運営し、多くの事例を分析して情報を
提供することで医療の安全を高める活動を行いま
す。これらの事業は、海外からも注目されており、
その成果を国内外の会議や学会で発表していま
す。

情報の共有による医療安全の
推進

執行理事
（医療事故防止事業部担当）

後　信

診療ガイドラインのさらなる
進化に向けて

執行理事
（EBM医療情報部担当）

山口　直人
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各事業のビジョンと今年度の事業計画

医療事故情報収集等事業
　医療事故情報収集等事業の参加医療機関は、
1,479施設となりました（平成30年３月現在）。医
療事故情報の報告件数は年々増加し、平成29年
には4,095件の報告がありました。これは、医療事
故を本事業に報告して全国の医療安全に役立てる
ことへの理解が進んでいることのあらわれと考え
ています。それらの事例をテーマ毎に分析し、報
告書で公表しています。また、特に周知すべき情
報を医療安全情報として作成し、全国の約7割の
医療機関に毎月ファックスで配信しています。ホー
ムページでは、テーマごとの分析内容や医療安全
情報の閲覧、報告された事例の検索が可能であり、
どなたでもご覧いただけます。医療関係者や研究
者、医薬品や医療機器の製造販売を行う企業の
関係者、行政関係者、そして国民の皆様に、これ
らの情報を一層ご活用いただけるように、周知し 
ます。

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業は、参
加薬局が17,000施設を超えました（平成30年３
月現在）。報告された事例の集計・分析結果を集
計報告および年報で公表しています。また、報告
された事例の中から、特に広く共有することが必
要であると思われる事例を「共有すべき事例」と
して公表しています。薬局や薬剤師に、地域の皆
さまのかかりつけとしての機能が求められる中で、
薬局の医療安全の向上に有用な情報を提供しま
す。さらに、医療機関で発生した処方の誤りを薬
局で発見し、薬局が医療機関にそのことを確認す
る疑義照会に関する事例の報告が年々増えてい
ます。その分析により、医療機関と薬局との連携
の重要性や、連携をうまく行うためのポイントを
学ぶことが出来ます。

　中立的・科学的な第三者機関として医療の質・
安全の向上を支援するという評価機構の目的を実
現するため、以下の三点に取り組みます。

人材の育成と活力ある職場づくり
　事業の発展を支える強い組織を実現するよう、
人材の育成に注力します。職員の学習の機会を増
やし、自律的で継続的な学習の文化を組織に根付
かせるとともに、明るく活力のある職場を作るため
に、一層戦略的な人材育成を行います。

広報の充実
　昨年度に引き続き、ニューズレターや、webサイ
ト・フェイスブックページ等の広報などにより、国
内外の幅広い関係者との連携を図ります。また、
評価機構内外のデータ収集、分析活用なども含め
社会に対する情報発信について検討します。

国際連携
　ISQuaの 教育プログラム（ISQuaフェローシッ
プ）と連携して日本語および英語でオンラインセ
ミナーを開催します。また、９月にマレーシアで開
催されるISQua国際学術総会への参加などを通じ
て、諸外国における医療の質･安全の取り組みに関
わる情報を積極的に収集し、評価機構の各種事
業に活用することにより、日本の医療の質・安全
の向上に資する情報を発信します。さらに、Joint 
CommissionやISQuaとの一層の連携およびIAP
の活用などを通じた組織体制の強化にも取り組み
ます。

その他事業　事業計画

執行理事
（国際担当）

今中　雄一

執行理事

亀田　俊忠
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Information

　各イベントの申し込み方法、詳細については評価機構のホームページのイベント情報を
ご覧ください。開催日の概ね２か月前よりお申し込みの受付を開始します。
https://jcqhc.or.jp/　日本医療機能評価機構▶ホーム▶イベント情報

イベント情報　5月～9月

５月
19日　　　第１回地域フォーラム（北里）（PSP）

24日　　　第１回病院機能改善支援セミナー（福岡開催）

31日　　　医療対話推進者養成セミナー　導入編 日程１

６月 30・１日　医療対話推進者養成セミナー　基礎編 日程A

７月

10日　　　第２回病院機能改善支援セミナー（東京開催）

７・８日　医療対話推進者養成セミナー　基礎編 日程B

18・19日　第１回医療クオリティ マネジャー養成セミナー
　　　　　（１･２日目）

８月
３・４日　医療対話推進者養成セミナー　基礎編 日程C

24・25日　第１回医療クオリティ マネジャー養成セミナー
　　　　　（３･４日目）

９月 13・14日　第２回医療クオリティ マネジャー養成セミナー
　　　　　（１･２日目）

詳細は順次掲載されるホームページをご覧ください。

■患者満足度・職員やりがい度調査活用支援プログラム　参加募集中です
　平成30年４月より、評価機構では「患者満足度・職員やりがい度活用支援」プログラムの提供を本格的
に開始しています。
　本プログラムは、医療の質の重要な構成要素である患者満足度、および病院の内部顧客である職員の

「やりがい度」（満足度）を測定し、その結果を医療の質向上の取り組みに活用できる環境を提供すること
を目的としています。満足度調査支援システム、ベンチマークデータの提供、活用支援セミナーの開催によ
り、継続的に指標を取り続け、課題を発見し、改善を図る一連の流れの構築を支援します。提供メニューの
詳細につきましては、病院機能評価事業ホームページの「病院への支援 > 患者満足度・職員やりがい度活
用支援」よりご覧ください。病院内の継続的な質改善サイクルの構築のためにお役立てください。

　今号では事業計画について特集しました。評価機構で
は、この事業計画にもとづいて、病院やその他の医療提
供施設が質の高い医療サービスを継続的に提供できる
よう、評価機構の専門性と総合力を発揮し支援してまいり
ます。
　今年度もご愛読よろしくお願い申し上げます。

編 後集 記

ベンチマークシステム：職員やりがい度　総合評価結果表示イメージ 満足度調査支援システム：入院患者満足度　調査結果表示イメージ

発行：公益財団法人日本医療機能評価機構（略称：評価機構）
発行責任者：河北　博文
〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町１丁目４番17号　東洋ビル
TEL：03-5217-2320（代）／（編集：総務部情報企画課）03-5217-2320
https://jcqhc.or.jp/　　e-mail:info@jcqhc.or.jp
本誌掲載記事の無断転載を禁じます
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